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誓　約　書社会福祉法人済生会支部
広島県済生会
支部長　菊間 秀樹　様
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私（当社）は、入札参加に当たり、下記に掲げる条件をすべて満たし、将来においても遵守することを誓約します。 
この誓約が虚偽であり、又この誓約に反したことにより、当方が競争入札参加資格の制限等の不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
必要な場合には、当方が暴力団に関係していないか他の官公署に照会することについて承諾し、当該事項に関する書類の提出を発注者から求められた場合には、指定された期限までに提出することに同意します。
記
１）代表者が成年後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
２）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事更生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除きます。）でないこと。
３）破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人でないこと。
４）法人又は法人の役員等が、次のア～ケいずれにも該当しない者であること及び、次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、発注者が広島県警察本部に照会することを了承する。
ア　役員などが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動など標榜ゴロ、特殊知能暴力集団など（各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成 24 年規程（総）第 25 号）に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会勢力」という。）である。
イ　役員などが暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者である。
ウ　反社会的勢力が経営に実質的に関与している。
エ　法人である提案者又はその役員などが自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用する。
オ　法人である事業者又はその役員などが、反社会的勢力に対して、資金などを供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ　法人である事業者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ　法人である事業者又はその役員などが、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク　事業者が、再委託、下請負又は物品購入などにかかる契約に当たり、その相手方がア～キまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している。
ケ　その他事業者が、広島県暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
以下余白
